（区市町村）住民の皆様へ
保険証をお持ちでない方へ

　　　国民健康保険に加入することができます。
  　　(住民登録している区市町村でのご加入となります。)
　

加入手続きのときには、前に加入していた健康保険が資格喪失していることを確認させていただきます。

前の健康保険の資格喪失日を書面で確認する必要があるため、次のいずれかにご連絡いただき、資格喪失証明書を受け取ってください。

1 会社にお勤めをしたことがあり、健康保険に加入したことがある場合には、そのお勤め先
2 どなたかの健康保険の扶養からはずれた場合には、扶養者のお勤め先
· お勤め先の倒産など、特別なご事情により、資格喪失証明書を受け取ることが出来ない場合には、国民健康保険係にご相談ください。

　加入のお手続きには、資格喪失証明書と印鑑を、お持ちください。
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○○役所　国民健康保険係


〒○○○-○○○○　


○○市○○　Δ丁目Δ番地Δ


○○○－○○○－○○○○（代表）


内線○○○・○○○・○○○











